
 

様式第１号（第３条関係）  

 

個人情報ファイル簿  

１ 個人情報ファイルの名称 電気・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金 

２ 実施機関等の名称 常陸太田市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

保健福祉部社会福祉課社会福祉係 

４ 個人情報ファイルの利用目的 

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のため、令

和５年度住民税の課税権を有しないについて、中間

サーバーを利用し、税情報等の各種情報の照会を行

うため。 

５ 記録項目 1.住所、2.氏名、3.口座番号 

６ 記録範囲 令和５年度住民税の課税権を有しない方 

７ 記録情報の収集方法 本人や企業からの収集 

８ 要配慮個人情報の有無 □有  ■無 

９ 記録情報の経常的提供先 国及び地方公共団体 

１０ 
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名 称）保健福祉部社会福祉課社会福祉係 

（所在地）〒313-8611茨城県常陸太田市金井町3690 

１１ 
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

 

１２ 個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当するファイル 

 □有 □無 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

１３ 
行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨 

□該当  ■非該当 

１４ 
行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 

１５ 行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

１６ 
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 



 

１７ 
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

１８ 備   考  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

様式第１号（第３条関係）  

 

個人情報ファイル簿  

１ 個人情報ファイルの名称 避難行動要支援者名簿 

２ 実施機関等の名称 常陸太田市長 

３ 
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

保健福祉部社会福祉課社会福祉係 

４ 個人情報ファイルの利用目的 

・本人同意に基づき、災害時要援護者台帳（災害対策

基本法第９０条の３第1項で定義される被災者台 帳）

を整備し、災害発生時等に被災者の援護を行うため。                                                               

・特定個人情報ファイルは、以下の場合に使用する。                                      

①住民の確認                                                                     

②被災者情報の照会、提供                                                                   

③災害発生時等の安否確認、人命救助、避難誘導等 

５ 記録項目 

1. 氏名、2.住所、3.電話番号、4.緊急連絡先1・緊

急連絡先2、5. 緊急連絡先1ＴＥＬ・緊急連絡先2

ＴＥＬ、6.ひなん支援者1・.ひなん支援者2、7．

ひなん支援者ＴＥＬ1・ひなん支援者ＴＥＬ2、8.

ひなん支援のときに気をつけること 

６ 記録範囲 

住民登録者で①から⑤に該当がある方 

①在宅で要介護３以上の認定を受けている方  

②在宅で身体障害者手帳１級、２級を所持する身体障

害者の方（人工ペース メーカーを装着した方又は人

工弁移植、弁置換を行った方は除く。） 

③在宅で療育手帳○Ａ、Ａを所持する知的障害者の方 

④在宅で精神障害者保健福祉手帳１級を所持している

方 

⑤自主防災組織及び民生委員・児童委員の協議により

特に支援が必要と認められる方  

７ 記録情報の収集方法 本人からの提出により収集 

８ 要配慮個人情報の有無 ■有  □無 

９ 記録情報の経常的提供先 国及び地方公共団体 



 

１０ 
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名 称）保健福祉部社会福祉課社会福祉係 

（所在地）〒313-8611茨城県常陸太田市金井町3690 

１１ 
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

 

１２ 個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当するファイル 

 □有 □無 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

１３ 
行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨 

□該当  ■非該当 

１４ 
行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 

１５ 行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

１６ 
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 

１７ 
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

１８ 備   考  

 
 


